
心配ごと相談所
開設日時・会場は裏面をご確認ください。

相談について
対 象 者：南知多町の在住、在勤、在学の方
開設時間：午後２時から４時まで
相談時間：1回30分（要予約）
相談費用：無料
＊同一案件2回まで相談可能
＊予約がない場合は、開設しません。

予約方法：開設日前日の午後１時までに南知多町社会福
祉協議会までお電話ください。
（TEL：0569-65-2687）

財産・相続
のこと

結婚・離婚
のこと

家族・親戚
のこと

土地・住宅
のこと

【問合せ先】社会福祉法人 南知多町社会福祉協議会
南知多町大字豊浜字須佐ヶ丘１
TEL：0569-65-2687 FAX：0569-65-2913
ﾒｰﾙ：info@minamichita-shakyo.jp




